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(57)【要約】
【課題】蓋体を開いてロック状態になっても蓋体を閉じ
ることができるようにする。
【解決手段】蓋体12はロックボタン18とボタン係合部材
91が係合することで閉状態を作り出し、ロックボタン18
は栓本体に配置され、外部から力を加えることにより蓋
体12の閉状態の解除動作を行うことができ、ボタン係合
部材91は蓋体12に配置され、ロックボタン18の付近には
該ロックボタン18の作動を妨げる可動ロック部材20が取
り付けられ、蓋体12が開状態で可動ロック部材20がロッ
クボタン18の作動を妨げる状態において、ボタン係合部
材91の一時的な退避動作により蓋体12を閉状態にできる
ように構成したから、蓋体12を閉じる際、ロックボタン
18がロック状態となっていたとしても、ボタン係合部材
91が、一時的な退避動作を行うため、ロック状態でも蓋
体12を閉じることができる。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
飲料用容器本体に取り付けられる栓本体を備えた飲料用容器の栓体において、
前記栓本体にヒンジ部を介して蓋体が連結されており、
前記蓋体はボタンとボタン係合部材が係合することで閉状態を作り出し、
前記ボタンは、前記蓋体と前記栓本体の一方に配置され、外部から力を加えることにより
前記蓋体の閉状態の解除動作を行うことができ、
前記ボタン係合部材は前記蓋体と前記栓本体の他方に配置され、
前記ボタンの付近には該ボタンの作動を妨げる位置と妨げない位置に移動できるロック部
材が取り付けられ、
前記蓋体が開状態で前記ロック部材が前記ボタンの作動を妨げる位置にあっても、前記ボ
タン係合部材の一時的な退避動作により前記蓋体を閉状態にできるように構成したことを
特徴とする飲料用容器の栓体。
【請求項２】
前記ボタン係合部材は弾性部材により前記蓋体が閉状態になるように付勢されていること
を特徴とする請求項１記載の飲料用容器の栓体。
【請求項３】
前記栓体内に飲み口部材が着脱自在に該栓体と係合されることを特徴とする請求項１又は
２項記載の飲料用容器の栓体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飲料用容器の栓体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ワンタッチの栓体として、ボタンを押すことにより開く片開きタイプの中栓が多
数提案されている。これらワンタッチの栓体はボタンを押すだけで開けることができ、利
便性に優れるが、反面ボタンを押すとバックの中で開いてしまう虞があり、これを防止す
るためロック機構が多数採用されている。
【０００３】
　前記ロック機構としては、栓本体又は蓋体に上下動自在に設けた操作ボタンなどを用い
る方式（例えば特許文献１～１１）や、栓本体に左右動自在に設けたロックボタンを用い
る方式（例えば特許文献１２）や、栓本体に回動自在に設けたＵ字型リングを蓋体に係止
する方式（例えば特許文献１３）や、栓本体又は蓋体に上下動自在に設けた操作ボタンを
備え、蓋体を閉める操作に伴って該蓋体をロックする方式（特願２０１３－２５３６２６
）が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１４９１８９号公報
【特許文献２】特開２００９－２３７１２号公報
【特許文献３】特許第４４４９７２５号公報
【特許文献４】特開２００８－１５００５８号公報
【特許文献５】特開２００８－２２２２３８号公報
【特許文献６】特開２００７－１２６１８６号公報
【特許文献７】特開２００６－２９８４４９号公報
【特許文献８】特開２００８－１２５９６５号公報
【特許文献９】特開２００６－１４１７９９号公報
【特許文献１０】特開２００５－１９３９４４号公報
【特許文献１１】特開２０１２－１１１４９８号公報
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【特許文献１２】特開２００６－１４１７９９号公報
【特許文献１３】特許第４４８２９４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記各従来技術のものでは、各種のロック機構を備えることにより、その操作ボタンな
どを操作して蓋体の開閉をロックすることができる。
【０００６】
　しかしながら、ロックを解除して蓋体を開いた際に何等かの衝撃や誤動作により、蓋体
を閉める前にボタンをロック状態にしてしまうことがある。そして、衝撃や誤動作により
ロック状態にしてしまうと、蓋体を閉めることができないため、ロックを解除操作すると
いう余分な手間が掛かる。
【０００７】
　解決しようとする問題点は、蓋体を開いてロック状態になっても蓋体を閉じることがで
きるようにする点である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の飲料用容器の栓体は、飲料用容器本体に取り付けられる栓本体を備えた飲料
用容器の栓体において、前記栓本体にヒンジ部を介して蓋体が連結されており、前記蓋体
はボタンとボタン係合部材が係合することで閉状態を作り出し、前記ボタンは、前記蓋体
と前記栓本体の一方に配置され、外部から力を加えることにより前記蓋体の閉状態の解除
動作を行うことができ、前記ボタン係合部材は前記蓋体と前記栓本体の他方に配置され、
前記ボタンの付近には該ボタンの作動を妨げる位置と妨げない位置に移動できるロック部
材が取り付けられ、前記蓋体が開状態で前記ロック部材が前記ボタンの作動を妨げる位置
にあっても、前記ボタン係合部材の一時的な退避動作により前記蓋体を閉状態にできるよ
うに構成したことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２の飲料用容器の栓体は、請求項１において、前記ボタン係合部材は弾性部材に
より前記蓋体が閉状態になるように付勢されていることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３の飲料用容器の栓体は、請求項１又は２において、前記ボタン係合部材は弾性
部材により前記蓋体が閉状態になるように付勢されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１の発明によれば、蓋体を閉じる際、ボタンがロック状態となっていたとしても
、ボタンと係合するボタン係合部材が、一時的な退避動作を行うため、ロック状態でも蓋
体を閉じることができる。
【００１２】
　請求項２の発明によれば、ボタン係合部材が弾性部材により蓋体が閉状態になるように
保持されているため、閉状態をより確実に保持できる。また、ボタン係合部材自体の弾性
変形を使用しないため、ボタン係合部材にも十分な強度をつけることができる。
【００１３】
　請求項３の発明によれば、金型構造的に飲み口部材外側に隙間を隠す段差を作成するこ
とができる上、分解により洗浄性が向上し利便性が高い。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例１を示す栓体のロック状態の要部断面図である。
【図２】同上、ロック解除して蓋を開く動作中の要部断面図である。
【図３】同上、ロック状態の断面図である。
【図４】同上、栓体を分解した状態の断面図である。
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【図５】同上、栓体の分解斜視図である。
【図６】同上、栓体の要部の断面図である。
【図７】同上、ロック機構の分解斜視図である。
【図８】同上、ロック機構の要部の拡大断面図である。
【図９】同上、蓋体の斜視図である。
【図１０】同上、栓体の正面図である。
【図１１】同上、ロックボタンがロック状態におけるロック機構の動作を説明する断面図
であり、図１１（Ａ）は蓋体を閉める動作により、ロックボタンにボタン係合部材が当た
った状態、図１１（Ｂ）はボタン係合部が退避する状態、図１１（Ｃ）はロック状態を示
す。
【図１２】本発明の実施例２を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明における好適な実施の形態について、添付図面を参照して説明する。尚、以下に
説明する実施の形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を限定するものではな
い。また、以下に説明される構成の全てが、本発明の必須要件であるとは限らない。
【実施例１】
【００１６】
　以下、本発明を金属製二重断熱構造の飲料用容器の栓体に適用した実施例１を図１～図
１１に基づいて説明する。飲料用容器１は、金属製の容器本体２と、該容器本体２の上部
開口部である開口端部２Ａに被着される合成樹脂製の栓体３とを備える。前記容器本体２
は、内筒４と外筒５の開口端部２Ａの縁を一体に接合し、内筒４と外筒５との間の空間を
真空の断熱層６となした断熱二重構造である。
【００１７】
　また、前記開口端部２Ａの下方に、合成樹脂製で筒状の肩部材７を嵌着し、この肩部材
７に前記栓体３を被着することにより、該栓体３が開口端部２Ａに被着される。前記外筒
５には前記開口端部２Ａの下方に上向き斜め段部５Ｄを形成すると共に、この上向き斜め
段部５Ｄの下方に嵌合受け部５Ｋを設けている。前記開口端部２Ａの下方には、前記肩部
材７が固着され、具体的には、前記肩部材７の内周面には前記嵌合受け部５Ｋに嵌合する
嵌合部７Ｋが設けられ、嵌合受け部５Ｋに嵌合部７Ｋを嵌合することにより、肩部材７は
、開口端部２Ａの下方近接位置から上向き斜め段部５Ｄ、嵌合受け部５Ｋの下方位置まで
を覆うように容器本体２に固定される。そして、前記肩部材７の上部外周には雄螺子部７
Ｎが形成されている。
【００１８】
　前記栓体３は合成樹脂製の栓本体10を備え、この栓本体10は、肩部材７の上部外周を囲
繞する筒状部８を有し、この筒状部８の内周に雌螺子部８Ｎが形成され、この雌螺子部８
Ｎを前記肩部材７の雄螺子部７Ｎに螺着して容器本体２の開口端部２Ａに栓本体10が装着
される。
【００１９】
　前記栓本体10の一側に突設した取付部11には、蓋体12が蓋ヒンジ部13を介して回動自在
に結合され、この蓋ヒンジ部13に巻き掛けられたゴム輪等の弾性体14により、蓋体12が開
方向に付勢されており、環状の弾性体14は、一端を栓本体10の取付部11の取付受け部15に
係止すると共に、他端を蓋体12の取付受け部16に係止している。尚、前記蓋体12は、前記
栓本体10の天板17に比べて小さく形成され、閉蓋時の平面形状は、栓本体10の前後方向に
長く形成されている。そして、前記弾性体14は、蓋体12を閉状態から１８０度程度回動し
た位置で蓋体12を保持する力を有している。尚、栓本体10の取付部11を、蓋体12の左右の
取付受け部11Ｆ，11Ｆにより挟んだ状態で、それら取付部11及び取付受け部11Ｆ，11Ｆに
前記蓋ヒンジ部13を挿通する。
【００２０】
　また、他側の蓋ヒンジ部13に対して、容器本体２の口部中心を軸芯（図示せず）とした



(5) JP 2014-218258 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

とき１８０度の位置に、すなわち蓋ヒンジ部13と径方向に対向する位置である一側には、
蓋体12の先端を係止して蓋閉状態に保持するロック機構Ｒが設けられている。尚、前記蓋
ヒンジ部13はヒンジ軸により構成されている。
【００２１】
　前記栓本体10は、前記筒状部８の上面に、容器本体２の開口端部２Ａを覆う天板17を設
けた逆有底筒状に形成されており、筒状部８の一側（前側）には、前記ロック機構Ｒの構
成部材であるボタンたるシーソ式のロックボタン18と、このロックボタン18の下方で上下
昇降可能なロック部材たる可動ロック部材20とが設けられており、前記ロックボタン18が
蓋体12に係止して該蓋体12が閉状態でロックされる。
【００２２】
　また、前記栓本体10は、その内部に着脱自在に設けられる合成樹脂製の飲み口部材21を
備える。図４及び図５などに示すように、飲み口部材21は、前記栓本体10内に収納される
筒状体22と、この筒状体22の上部開口に周設した上鍔部22Ｆと、この上鍔部22Ｆ上に固定
され前記筒状体22の上部開口を塞ぐ上板部23と、前記筒状体22の下部開口を塞ぐように設
けられた下板部24と、前記上板部23の一側から上方に突設した略円柱状の飲み口25とを備
える。また、前記筒状体22内の一側には、前記飲み口25と連通する中筒部26が設けられ、
この中筒部26は前記飲み口25より径大であり、その中筒部26の下部開口26Ｋは前記下板部
24に開口している。そして、中筒部26を除いた筒状体22の内部が、断熱部材（図示せず）
を収納する収納空間27になっている。
【００２３】
　また、前記栓本体10の天板17の一側に、前記飲み口25を遊挿する貫通孔17Ｋを設け、こ
の貫通孔17Ｋは前後方向に長い長孔であって、その貫通孔17Ｋの前側縁には、係合受け部
たる前係合受け部28が設けられており、この前係合受け部28内に挿入するように係合する
係合部たる突起29を前記飲み口25の前側外周から前向きに突設している。尚、この例では
、前係合受け部28を、天板17の上面より一段凹んだ段差状の凹部により構成している。
【００２４】
　一方、前記栓本体10の天板17の他側（後側）には、略方形の係合孔31を穿設し、この係
合孔31の後縁上面が係合受け部31Ｋである。また、天板17の上面には前記係合孔31を囲ん
で平面略コ字型の枠部32が突設され、この枠部32は前記係合受け部31Ｋ側が開口している
。
【００２５】
　前記飲み口部材21の筒状体22の後部の外側には係止部材35が設けられ、この係止部材35
を収納する凹部34を前記上縁部22Ｆ及び上板部23に形成し、その係止部材35は、前記栓本
体10の係止受け部31Ｋに着脱自在に係止する。この係止部材35の縦向き部35Ａは、下部を
左右方向の枢軸36により前記飲み口部材21に回動自在に連結されると共に、その回動によ
り前記凹部34内を前後動する。また、係止部材35の縦向き部35Ａの上部に前記係止受け部
31Ｋに係止する係止部37を有し、この係止部37は略水平方向で下向きの面により構成され
ている。また、係止部材35の縦向き部35Ａの上下方向中央内側に突起状の取付部38を設け
、この取付部38に付勢手段39を着脱可能に固定し、この付勢手段39は筒部39Ａと底部39Ｂ
とを備え、ゴムなどの弾性体からなり、前記筒部39Ａに前記取付部38を圧入固定し、底部
39Ｂが筒状体22の外周の当接面40に当接する。
【００２６】
　また、係止部材35の縦向き部35Ａの下部には、左右二股状に分かれた脚部41，41が設け
られ、これら脚部41，41は枢軸36位置から略水平で内側に向けて突設されており、筒状体
22の外周には、脚部41，41の上面が当接する上当接受け部42が設けられ、この上当接受け
部42は突起により構成されている。そして、上当接受け部42により、係止部材35の回動範
囲が規制されており、付勢手段39の弾性により脚部41が上当接受け部42に当接した位置が
係止部材35の初期位置であり、操作部43を内側に押すことにより、係止部37の前記係止受
け部31Ｋへの係止を解除することができる。
【００２７】
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　前記係止部材35の縦向き部35Ａの上部には前記操作部43が一体に設けられ、この操作部
43の上面は水平ではなく、上方に傾いており、具体的には外側から内側に向って高くなる
ように傾斜している。また、操作部43の下側にある下側上面43Ａは凸状に湾曲して形成さ
れている。そして、操作部43の下部に下向きの前記係止部37が設けられ、栓本体10に飲み
口部材21を取り付けた状態で、蓋体12を完全開状態から持ち上げると、操作部43は天板17
の上方に露出し、操作可能な状態となる。さらに、係止部材35の係止部37が栓本体10の係
止受け部31Ｋに係止した状態で、操作部43の上端は枢軸36位置より内側に位置し、下側上
面43Ａは枢軸36位置より外側に位置する。尚、蓋体12が閉まっていると、図３などに示す
ように、飲み口25の上端面25Ｂに蓋パッキン55が圧接しているため、操作部43を操作して
も、栓本体10と飲み口部材21を分解することはできない。
【００２８】
　また、前記突起29と係止部材35の間に位置して、前記飲み口部材21の上板部23には、左
右方向に長い位置決め凸部45が設けられ、この位置決め凸部45の平面形状は略長方形であ
り、その位置決め凸部45が係入する位置決め凹部46が前記栓本体10の天板17下面に設けら
れている。
【００２９】
　さらに、飲み口部材21には、筒状体22の下部にパッキン48を装着する鍔状の装着部47が
設けられ、この装着部47にパッキン48が着脱自在に装着される。そして、このパッキン48
は舌状のシール部48Ａを備え、このシール部48Ａが容器本体２の内周面に圧接して容器本
体２と飲み口部材21との間が密閉される。尚、パッキン48の下部内周には摘み部48Ｔが設
けられ、この摘み部48Ｔを引っ張るようにして、装着部47からパッキン48を容易に外すこ
とができる。
【００３０】
　図４のように分解した状態から、前側が上になるように飲み口部材21を斜めにし、下か
ら飲み口25を栓本体10の貫通孔17Ｋに挿通すると共に、突起29を前係合受け部28に係入す
る。この後、飲み口部材21の後側を上側に押し上げると、操作部43の斜めの上面が係合孔
31の縁に当接し、これにより操作部43が内側に回動し、操作部43が係合孔31を通過して係
止部37が係止受け部31Ｋに係止し、同時に、位置決め凸部45が位置決め凹部46内に係入す
る。一方、蓋体12を持ち上げ、操作部43を露出させ、操作部43の上面を内側に押して係止
を解除すると、栓本体10から飲み口部材21を取り外すことができる。
【００３１】
　そして、後述するように、前記蓋体12にはボタン係合部材91が設けられ、このボタン係
合部材91は蓋側係合片92を有し、この蓋側係合片92が前記ロックボタン18に係止し、蓋体
12が閉状態でロックされる。
【００３２】
　栓本体10に飲み口部材21を組み付けた状態で、前記飲み口25は、前記天板17から飲用者
が口に含むのに適した太さで蓋体12に覆われる高さの略円柱状に突設されており、その内
部を飲料の注出口25Ａとしている。図６に示すように、飲み口25の上端面25Ｂは、飲み口
25の中心軸と直交する線Ｌよりも蓋ヒンジ部13側が角度θ分だけ低くなるように傾斜して
いる。そして、飲み口25の上部は、閉蓋時に蓋体12に装着した蓋パッキン55で封止できる
ようになっている。
【００３３】
　図４及び図５などに示すように、前記蓋体12の上面12Ｊには、前記飲み口25に対応して
、蓋パッキン装着用の筒部56が形成され、この筒部56は、上面12Ｊの下面から下方に突設
され、前記飲み口25より小径で該飲み口25とほぼ同心円上に配置されている。前記筒部56
には、蓋体12の内外面を貫通する貫通孔57が形成され、該筒部56の厚さは下方に向かって
テーパー状に薄くなるように形成されている。また、前記貫通孔57の上部には径大部57Ａ
が設けられている。
【００３４】
　前記蓋パッキン55は、エラストマー、ゴム或いは弾性合成樹脂によって形成され、前記
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貫通孔57に下側から着脱可能に嵌入して取り付ける略円柱状の取付部58と、この取付部58
の下端に設けた湾曲板状のシール体59と、前記筒部56の外周に外嵌するテーパ状の内筒部
60とを一体に備え、この内筒部60の外周とシール体59の内面との間には、シール体59の弾
性変形を許容する空隙部61が設けられている。また、前記取付部58の先端には、前記径大
部57Ａに係止する径大部58Ａが設けられている。さらに、前記シール体59の外面（下面）
は下側に凹な湾曲面状をなし、そのシール体59の内面（上面）周囲には前記蓋体12の内面
に当接する平坦面62が形成されている。尚、シール体59は上端面25Ｂより大径である。
【００３５】
　そして、蓋パッキン55を蓋体12に取り付けるには、蓋体12の上面12Ｊの内面側から取付
部58を貫通孔57に圧入すると、径大部58Ａが径大部57Ａに係止し、蓋体12の内面に平坦面
62が当接し、蓋体12の内面とシール体59の内面との間に空隙部61が形成される。
【００３６】
　したがって、図１などに示すように、蓋体12を閉めると、飲み口25の上端面25Ｂがシー
ル体59に圧接してシール体59が弾性変形し、ロックボタン18が蓋体12に係止した状態で、
シール体59の内面と蓋体12の内面に空隙部61ができる。
【００３７】
　前記ロック機構Ｒのロックボタン18は、合成樹脂製からなる表面部たるボタン本体63を
備え、このボタン本体63の左右縁部63Ｆ，63Ｆは上下方向に形成され、その上縁部63Ｕは
上に凸な湾曲状に形成され、その下縁部63Ｓは下に凸な湾曲状に形成されている。また、
ボタン本体63の上部裏面に、前記蓋体12の蓋側係合片92に係合して該蓋体12を閉状態に保
持するボタン係合部64が内向きに突設され、このボタン係合部64より下方でボタン本体63
の上部裏面の左右に腕部65，65が内向きに突設され、これら左右の腕部65，65に横方向の
軸孔65Ａ，65Ａを穿設し、これら軸孔65Ａ，65Ａに回転中心となる軸部66が挿通される。
【００３８】
　また、ボタン本体63の裏面には、円柱状の取付部67が内向きに突設され、この取付部67
は軸孔65Ａより下方で左右方向略中央に設けられており、その取付部67に付勢手段たるコ
イルスプリング69の基端側が取り付けられている。この取付部67に対応して前記筒状部８
の外面に取付部68を突設し、ロックボタン18を栓本体10に取り付けた状態で、取付部67，
68間の前記コイルスプリング69の弾性復元力により、ボタン係合部64が常時蓋体12をロッ
クする方向に付勢されている。尚、図３では、前記ボタン係合部64が前記ロックする方向
は右方向である。
【００３９】
　前記ボタン本体63の表面には、前記軸孔65Ａより下方に押圧操作部71が設けられ、この
押圧操作部71は、下方に向かって前側に傾斜する傾斜面により構成されると共に、下縁部
63Ｓと同様に正面視で湾曲状に形成されている。
【００４０】
　前記栓本体10の筒状部８の反蓋ヒンジ部側には、前記ロック機構Ｒの装着部72が設けら
れている。この装着部72は左右の縦壁部73，73を有し、左右の縦壁部73，73の間において
、前記筒状部８の外面は略平坦な平坦面72Ｍに形成され、それら左右の縦壁部73，73間の
下側には、前記可動ロック部材20が取付部材74により取り付けられる。そして、前記軸部
66が前記左右の縦壁部73，73に設けた装着孔73Ａ，73Ａに装着され、前記軸部66を中心に
前記ロックボタン18が回動自在に設けられる。
【００４１】
　前記取付部材74は、前記ボタン本体63の下縁部63Ｓの形状に倣った横方向の上枠部75と
、この上枠部75の下縁に設けた下向き段部76と、この下向き段部76から下方に垂設した板
状の案内部77と、この案内部77の左右に設けた取付部78，78とを一体に有し、これら取付
部78，78の下端78Ｋ，78Ｋは前記案内部77の下端より下方に延設されている。尚、下向き
段部76により、案内部77及び取付部78の前面は、上枠部75の前面より後方に位置する。そ
して、前記左右の取付部78，78が、前記左右の縦壁部73，73の間に取り付けられる。尚、
この場合、取付部78と縦壁部73の内面とは凹凸嵌合（図示せず）により位置決め固定され



(8) JP 2014-218258 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

る。
【００４２】
　前記可動ロック部材20は、縦方向の前面部81と、この前面部81と間隔を置いて配置した
縦方向の後部82とを、横方向の下部83により連結し、それら前面部81と後部82の間に前記
取付部材74の案内部77を挟んで上下に昇降し、その後部82の上部外面がロック部84であり
、このロック部84が前記ロックボタン18の下部内面のロック受け部85の後ろに入る。また
、前面部81の上縁81Ｆは前記下向き段部76に倣った湾曲状をなす。
【００４３】
　また、前記可動ロック部材20の前面部81の下部には、押圧操作部86が設けられ、この押
圧操作部86は、下方に向かって前側に傾斜する上傾斜面86Ｕと下面86Ｋにより構成され、
正面視で湾曲状に形成されている。したがって、上傾斜面86Ｕを下側に押すようにして可
動ロック部材20を押し下げることができ、下面86Ｋを上側に押すことにより、可動ロック
部材20を押し上げることができる。
【００４４】
　さらに、可動ロック部材20の後部及び筒状部８には、弾性位置決め手段87が設けられて
いる。この弾性位置決め手段87は、可動ロック部材20の後部に設ける弾性変形可能な弾性
腕部88を有し、この腕部88の左右幅は前記後部82の左右幅より狭く、また、弾性腕部88は
、前記後部82の後面上部の左右方向中央から横部88Ｙが後方に突出され、この横部88Ｙの
先端から下方に向って縦部88Ｔが垂設され、この縦部88Ｔの下端は自由端であって、その
縦部88Ｔの下端後側に係合突部89を設けている。この係合突部89は後下向きに水平に対し
て僅かに傾斜した略平坦な係合面89Ａと、この係合面89Ａの先端から下向き外側に傾斜し
た傾斜面89Ｂとを有する。また、前記弾性位置決め手段87は、前記筒状部８の前記平坦面
72Ｍに前記係合突部89が係合する係合受け部90を有する。この係合受け部90は、下部に前
記係合面89Ａが係合する係合受け面90Ａを有すると共に、この係合受け面90Ａの上部に前
記傾斜面89Ｂが係合する傾斜面90Ｂを有する。
【００４５】
　したがって、図１及び図８に示すように、可動ロック部材20のロック位置では、傾斜面
89Ｂ，90Ｂが係合し、ここから可動ロック部材20を押し下げると、傾斜面89Ｂ，90Ｂ同士
の係合により弾性腕部88が弾性変形し、係合突部89が係合受け部90を通過して係合面89Ａ
と係合受け面90Ａが係合し、これにより可動ロック部材20がロック解除位置に位置決めさ
れる。一方、ロック解除位置の可動ロック部材20を押し上げると、係合面89Ａと係合受け
面90Ａの係合により弾性腕部88が弾性変形し、係合突部89が係合受け部90を通過して傾斜
面89Ｂ，90Ｂが係合し、これにより可動ロック部材20がロック位置に位置決めされる。こ
の場合、係合突部89が係合受け部90を通過する際、弾性腕部88が前側に弾性変形すること
によりクリック感が得られる。
【００４６】
　そして、前記ボタン本体63の表面は、押圧操作部71を除いて、前記縦壁部73の前面73Ｍ
及び上枠部75の前面と略面一であり、前記可動ロック部材20の表面は、押圧操作部86を除
いて、前記縦壁部73の前面73Ｍ及び上枠部75の前面と略面一である。
【００４７】
　また、蓋体12の回動端、すなわち蓋ヒンジ部13の反対側には、前記ロックボタン18の前
記ボタン係合部64が係止可能なボタン係合部材91が水平軸を中心に揺動可能に設けられて
いる。この合成樹脂製のボタン係合部材91は、下部に前記蓋側係合片92を有し、この蓋側
係合片92の上部に覆い部93を一体に有し、この覆い部93は前記ロックボタン18の前記上縁
部63Ｕに略倣った形状をなす。前記ボタン係合部64の先端上部には上傾斜面64Ａが設けら
れ、この上傾斜面63Ａに対応して、前記蓋側係合片92に下傾斜面92Ａが形成され、これに
より蓋側係合片92は先端側に向って細くなるように形成されている。また、前記ボタン係
合部64の下面64Ｋが前記蓋側係合片92の横方向の上面部92Ｊに係止する。さらに、前記蓋
側係合片92の後側と覆い部93の後側を縦方向の連結部94により連結している。
【００４８】
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　前記ボタン係合部材91の下側後部に、横方向の軸孔95を穿設し、具体的には前記蓋側係
合片92に軸孔95を穿設し、この軸孔95に回転中心となる左右方向の軸部96が挿通される。
また、蓋体12には、前記ボタン係合部材91を取り付ける取付部97を設け、この取付部97は
、蓋体12の前面下縁に、上側に凹んだ切欠き開口部98を設け、この切欠き開口部98の左右
には縦方向の縦壁部99，99が前側に突設され、これら左右の縦壁部99，99の後部には、そ
れぞれ軸受部を設け、それら軸受け部に軸孔99Ａ，99Ａを穿設している。尚、縦壁部99，
99の下縁99Ｆ，99Ｆは、前記蓋体12の下縁部12Ｆに連続して形成されている。そして、そ
れら軸孔99Ａ，95，99Ａに軸部100を挿通することにより、縦壁部99，99の間に軸部100を
中心として前記ボタン係合部材91を回動可能に設けている。
【００４９】
　また、前記ボタン係合部材91の左右方向一側面には、左右方向他側に凹んだ凹部101を
形成すると共に、この凹部101に左右方向の筒部102を設け、この筒部102には前記軸孔95
が形成されている。その筒部102に、付勢手段たるボタン係合バネ103を外装すると共に、
前記凹部101にボタン係合バネ103を略収納し、このボタン係合バネ103は、ねじりコイル
バネであり、その一端103Ａを前記取付部97に係止すると共に、その他端103Ｂをボタン係
合部材91に係止し、ボタン係合バネ103により、ボタン係合部材91を常時前記蓋側係合片9
2がロックボタン18と係止する位置に付勢している。この係止する位置で、図１１（Ｃ）
に示すように、前記覆い部93の後部上面により構成された位置決め部104が、取付部97の
切欠き開口部89の上縁89Ｆに当接することにより、ボタン係合部材91の回動範囲が規制さ
れる。一方、前記覆い部93の上面には前記位置決め部104から前側に向って低くなる傾斜
面105が形成され、この傾斜面105より前側の前部上面106は前記位置決め部104より低く形
成されており、図１１（Ｂ）に示すように、ボタン係合バネ103の付勢に抗して、前側が
上がるようにボタン係合部材91を回動すると、前記上縁98Ｆに前記前部上面106が当接す
る位置までボタン係合部材91が回動することができる。
【００５０】
　また、可動ロック部材20が前記上枠部75に当接した位置がロックボタン18のロック位置
（上限位置）であり、この位置で可動ロック部材20の外面上部のロック部84が、前記ボタ
ン本体63の内面下部のロック受け部85の内面側に位置し、ロックボタン18の下部を後側に
押すと、ロック受け部85がロック部84に当接し、これによりロックボタン18によるロック
解除動作が防止される。
【００５１】
　また、前記栓本体10の天板17の上面には、前記縦壁部73，73に連続して左右の外壁部11
1，111が設けられており、これら左右の外壁部111，111の間に、閉蓋状態の前記蓋体12の
下縁部12Ｆが隠れる。
【００５２】
　次に前記構成についてその作用を説明する。飲料を収容するときは、まず、予め開いて
いる容器本体２の開口より飲料を容器本体２に収容し、次に、開口端部２Ａに栓体３を取
り付ける。
【００５３】
　可動ロック部材20によりロックボタン18がロックされた状態で、蓋ヒンジ部13を回動中
心として蓋体12を閉じるように回動すると、蓋側係合片92の下傾斜面92Ａの先端が、ボタ
ン係合部64の先端の上傾斜面63Ａの先端側によって押され（図１１（Ａ））、ボタン係合
バネ103に抗して蓋側係合片92が上方に移動するようにボタン係合部材91が傾動し（図１
１（Ｂ））、さらに、蓋側係合片92がボタン係合部64を乗り越え、蓋側係合片92の上面部
92Ｊがボタン係合部64の下面64Ｋに係止し（図１１（Ｃ））、蓋体12が栓本体10に対して
固定可能となる。
【００５４】
　一方、ロックボタン18の非ロック状態においては、蓋側係合片92の下傾斜面92Ａの先端
が、ボタン係合部64の先端の上傾斜面63Ａの先端側によって押されると、ロックボタン18
の上部が僅かに前側に傾動するが、主としてボタン係合部材91が傾動して蓋側係合片92と
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ボタン係合部64が係合する。
【００５５】
　そして、蓋体12を閉める動作が完了し、蓋体12から手を離せば、蓋パッキン55の弾性復
元力と弾性体14の力により、蓋側係合片92とボタン係合部64とが係合したロック状態が保
持される。また、図１の可動ロック部材20のロック位置と図１の可動ロック部材20の否ロ
ック位置（下部位置）で明らかなように、可動ロック部材20を見ればロック状態が簡単に
確認できる。
【００５６】
　また、蓋体12を閉じた後、可動ロック部材20を押し上げると、図３に示すように、可動
ロック部材20の外面上部のロック部84が、前記ボタン本体63の内面下部のロック受け部85
の内面側に位置し、ロックボタン18の下部を後側に押すと、ロック受け部85がロック部84
に当接し、このようにして可動ロック部材20がロックボタン18による解除動作を妨害し、
蓋体12が閉状態が保持されるロック状態となる。また、このロック状態で、ボタン係合部
材91の位置決め部104が、蓋体12の取付部97の上縁98Ｆに当接することにより、ボタン係
合部材91の回動範囲が規制される。
【００５７】
　このロック状態から蓋体12を開くには、ロックボタン18の下部を押すと、蓋側係合片92
からボタン係合部64が外れ、弾性体14の力により蓋体12が開く。蓋体12を開いたら、内部
の飲料を飲み口25から直接又は間接的に飲むことができる。
【００５８】
　さらに、容器本体２から栓体３を外し、栓本体10内から飲み口部材21を外し、飲み口部
材21を取り外した状態で栓体３を洗浄することができる。
【００５９】
　このように本実施例では、請求項１に対応して、飲料用容器本体１に取り付けられる栓
本体10を備えた飲料用容器の栓体において、栓本体10にヒンジ部13を介して蓋体12が連結
されており、蓋体12はボタンたるロックボタン18とボタン係合部材91が係合することで閉
状態を作り出し、ロックボタン18は、蓋体12と栓本体10の一方に配置され、この例では栓
本体10に配置され、外部から力を加えることにより蓋体12の閉状態の解除動作を行うこと
ができ、ボタン係合部材91は蓋体12と栓本体10の他方に配置され、この例では蓋体12に配
置され、ロックボタン18の付近には該ロックボタン18の作動を妨げるロック部材たる可動
ロック部材20が取り付けられ、蓋体12が開状態で可動ロック部材20がロックボタン18の作
動を妨げる状態において、ボタン係合部材91の一時的な退避動作により蓋体12を閉状態に
できるように構成したから、蓋体12を閉じる際、ロックボタン18がロック状態となってい
たとしても、ロックボタン18と係合するボタン係合部材91が、一時的な退避動作を行うた
め、ロック状態でも蓋体12を閉じることができる。
【００６０】
　また、このように本実施例では、請求項２に対応して、ボタン係合部材91は弾性部材た
るボタン係合バネ103により蓋体12が閉状態になるように付勢されているから、ボタン係
合部材91がボタン係合バネ103により蓋体12が閉状態になるように保持されているため、
閉状態をより確実に保持できる。また、ボタン係合部材91自体の弾性変形を使用しないた
め、ボタン係合部材91にも十分な強度をつけることができる。
【００６１】
　また、このように本実施例では、請求項３に対応して、栓体３内に飲み口部材21が着脱
自在に該栓体３と係合されるから、金型構造的に飲み口部材21の外側に、隙間を隠す段差
を作成することができる上、分解により洗浄性が向上し利便性が高い。
【００６２】
　以下、実施例上の効果として、飲み口部材21は、断熱部材を収納する収納空間27を有す
るから、栓体３の断熱性を向上できる。また、栓本体10の天板17に飲み口25を遊挿する貫
通孔17Ｋを設け、この貫通孔17Ｋの前側縁には、係合受け部たる前係合受け部28を設ける
と共に、この前係合受け部28内に係入する係合部たる突起29を有するから、前係合受け部
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28と突起29の係合により栓本体10に対して飲み口部材21の前側左右及び上下の位置決めを
行うことができる。さらに、飲み口部材21の筒状体22の後部の外側に係止部材35を設け、
その係止部材35が、栓本体10の係止受け部31Ｋに着脱自在に係止し、係止部材35は係止方
向に付勢されているから、栓本体10に対して飲み口部材21の後側を着脱可能に取り付ける
ことができる。また、位置決め手段たる位置決め凸部45が同手段たる位置決め凹部46内に
係入することにより、栓本体10に対して、飲み口部材21の中央側が前後左右に位置決めさ
れる。
【００６３】
　また、天板17の上面には前記係合孔31を囲んで平面略コ字型の枠部32が突設されている
から、係止受け部31Ｋに係止した係止部材35の操作部43を枠部32により隠し、接触などに
よる誤動作を防止することができる。さらに、開蓋位置で、蓋体12の上面12Ｊが枠部32の
上縁に当接することにより、安定した開蓋状態が得られる。
【００６４】
　さらに、可動ロック部材20が、取付部材74の案内部77を挟んで上下動し、面状を案内部
7に面接触することにより、安定した上下動作を行うことができる。また、可動ロック部
材20の後部及び筒状部８に弾性位置決め手段87が設け、この弾性位置決め手段87は、可動
ロック部材20の弾性腕部88が筒状部８の係合突部89に係合することにより、可動ロック部
材20をロック位置（ロックボタン18の作動を妨げる位置）及び非ロック位置（ロックボタ
ン18の作動を妨げない位置）に位置決めすることができる。
【００６５】
　しかも、蓋体12には、ロックボタン18のボタン係合部64が係止可能なボタン係合部材91
が設けられ、このボタン係合部材91は左右方向の水平軸である軸部96を中心に揺動可能に
設けられているから、ボタン係合部材91の取付構造が簡易となり、軸部96を中心にボタン
係合部材91が揺動するため、蓋体12の開動作により、ロックボタン18にボタン係合部材91
を係止することができる。さらに、ボタン係合バネ103を軸部96に外装することにより、
省スペースで弾性部材たるボタン係合バネ103をボタン係合部材91側に組み込むことがで
きる。また、ボタン係合部材91には、覆い部83が設けられているから、この覆い部83によ
り蓋側係合部93を隠すことができ、しかも、覆い部83に位置決め部104が設けられている
から、位置決め部104が、取付部97の切欠き開口部89の上縁89Ｆに当接することにより、
ボタン係合部材91の使用位置（係合位置）での位置決めがなされる。
【００６６】
　さらに、前記栓本体10の天板17の上面には、前記縦壁部73，73に連続して左右の外壁部
111，111が設けられており、これら左右の外壁部111，111の間に、閉蓋状態の前記蓋体12
の下縁部12Ｆが隠れ、蓋体12内への埃などの進入を予防できる。尚、この場合、閉蓋状態
で下縁部12Ｆが外壁部111の上縁より下に位置することが好ましいが、下縁部12Ｆが外壁
部111の上縁と略同じ位置でも埃などの侵入を防止できる。
【００６７】
　また、飲み口25に、これより径大な中栓部26を連結すると共に、飲み口25と中栓部26の
外周前側を位置合わせしており、中栓部26を径大にすることにおり、容器本体１内の飲料
を飲み口25にスムーズに案内することができる。
【００６８】
　図１２は、本発明の実施例２を示し、上記実施例１と同一部分に同一符号を付し、その
詳細な説明を省略して詳述する。この例では、前記蓋体12にロックボタン18と可動ロック
部材20を設け、前記ロックボタン18に係止した蓋体12を閉状態に保持するボタン係合部材
91を、前記栓本体10に設けている。
【００６９】
　このように本実施例では、飲料用容器本体１に取り付けられる栓本体10を備えた飲料用
容器の栓体において、栓本体10にヒンジ部13を介して蓋体12が連結されており、蓋体12は
ボタンたるロックボタン18とボタン係合部材91が係合することで閉状態を作り出し、ロッ
クボタン18は、蓋体12と栓本体10の一方に配置され、この例では蓋体12に配置され、外部
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91は蓋体12と栓本体10の他方に配置され、この例では栓本体10に配置され、ロックボタン
18の付近には該ロックボタン18の作動を妨げるロック部材たる可動ロック部材20が取り付
けられ、蓋体12が開状態で可動ロック部材20がロックボタン18の作動を妨げる状態におい
て、ボタン係合部材91の一時的な退避動作により蓋体12を閉状態にできるように構成した
から、上記実施例１と同様な作用・効果を奏する。
【００７０】
　尚、本発明は以上の実施例に限定されるものではなく、発明の要旨の範囲内で種々の変
形実施が可能である。例えば、実施例では、付勢手段（弾性部材）としてコイルスプリン
グやコイルバネを例示したが、弾性復元力により付勢するものであれば、各種のものを用
いることができる。また、ロックボタン，可動ロック部材及び取付部材は、実施例では、
合成樹脂製のものを例示したが、各種材質のものを用いることができる。
【符号の説明】
【００７１】
１　飲料用容器
２　容器本体
２Ａ　開口端部（上部開口部）
３　栓体
10　栓本体
12　蓋体
13　蓋ヒンジ部（ヒンジ部）
18　ロックボタン（ボタン）
20　可動ロック部材（ロック部材）
21　飲み口部材
25　飲み口
84　ロック部
85　ロック受け部
91　ボタン係合部材
92　蓋側係合片
103  ボタン係合バネ（係合手段、付勢手段、弾性部材）
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